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デジタル時代のケーブルテレビ1

Cable TV in the Digital Age

大谷奈緒子
Naoko OTANI

１ ．はじめに

　2011年 7 月に岩手、宮城、福島の 3県を除く全国で地上波テレビ放送の完全デジタル化が実施され

た。その後、2012年 3 月31日に 3県のアナログ放送が停波することにより、全国において地上波テレ

ビ放送のデジタル化が実現した。地上デジタルテレビは、従来のアナログ放送に「高画質・高音質」、

「データ放送」、「電子番組表（EPG：Electronic Program Guide）」、「双方向サービス」「マルチメディ

ア放送」などのサービスを付加したもので、利用者の利便性がより高まるものとなった。ただし、実

際の利用に関しては、「テレビを見る」というアナログテレビ時代と大きく変わるものではない。ま

た、放送事業者にとって地上デジタルテレビは、アナログ放送から移行するための施設整備費用が嵩

んだわりには、新しいビジネスモデルがなかなか見出せず、アナログ放送時代とあまり変わりないビ

ジネスモデルを展開している。このように地上波放送のデジタル化は、利用者の利便性を高めたもの

の、現在のところ双方向サービスを利用したプログラムやマルチメディア放送によってテレビが大き

く進化したというよりは、アナログ放送の時代とあまり変わらないようにみえる。

　しかし、放送メディアという枠組みで捉えるならば、大きな変革を迎えている。たとえば、ラジオ

のデジタル化の方針は紆余曲折を経て、2010年代になって具体化されてきた。従来のアナログ放送は

そのまま存続し、V-Low帯（VHFの第 1～第 3 チャンネルの18MHz幅）を地域情報メディアとして

活用するなど、新たなラジオサービスの登場が予定されている2（山下信・大谷奈緒子、2011）。

　また、2010年12月 3 日には「放送法等の一部を改正する法律」（以下、旧来の放送法を「放送法」、

改正後の放送法を「新放送法」と表記する）が公布され、これまで放送メディアに係わってきた「有

線テレビジョン放送法」、「有線ラジオ放送法」、「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」、

「電気通信役務利用放送法」は廃止され、「新放送法」へ統合されることとなった。この改正は、「通

1　本研究は、科学研究費補助金（若手研究 B）（平成21～23年度「ローカル局と CATVの地域メディアとしての
機能に関する研究」）の助成を受けて実施した。
2　ラジオの将来的展望については、「ラジオの多様化と将来的展望」を参照してほしい。
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信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態

に対する制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電

気通信事業に係る制度改正を行った」（総務省情報流通行政局地域放送推進室、2012）ものである

が、このような一連の動向は、放送メディアの今後の変化を予見させるものである。

　そこで本論では、地上波テレビ放送を補完してきたケーブルテレビに着眼し、アナログ放送が停波

する前の2011年 3 月から 6月にケーブルテレビ局を対象に実施した質問紙調査のデータを参照しなが

ら、ケーブルテレビの社会的役割と将来の展望について考察した。

２ ．新放送法

　通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るために、放送関連

4 法、すなわち、「放送法」、有線系の放送について主に業務面を規律する「有線テレビジョン放送

法」と「有線ラジオ放送法」、インターネット接続回線を利用した映像配信サービスの一部を放送と

して捉え、その業務開始手続きの規制緩和を図るべく2001年に制定された「電気通信役務利用放送

法」（西土彰一郎、2009: 65）の統合等、法体系の見直しが60年ぶりに行われた。なお、通信と放送で

は維持すべき法益や目的が異なるため、電気通信事業法制と放送法制を一本化せず、放送法制の一本

化と電気通信事業法制の一本化（有線放送電話法を廃止し、電気通信事業法に統合）を実施している

（総務省、2011）。

　鈴木秀美（2012: 3 ）は、「新放送法」の放送法の分野における改正点を次のように整理している。

それは、①放送の新たな定義、②放送の参入制度の整理・統合、③放送の参入制度の弾力化、④マス

メディア集中排除原則の基本の法定化、⑤放送中止事故の再発防止等のための設備維持や重大事故に

ついての報告についての規定の整備、⑥番組調和原則の適用を受ける基幹放送における放送番組の種

別と放送番組の種別ごとの放送時間の公表の義務づけ、⑦有料放送における契約者への提供条件の説

明義務づけ、⑧再放送同意（「放送法」では「再送信同意」にあたる）に係る紛争処理に関するあっ

せん・仲裁制度の整備などである。さらに表 1には、ケーブルテレビ事業者に係る主な改正事項をま

とめた（表 1参照）。以下では「新放送法」の改正点で特筆すべき点をまとめた。

　まず、放送の定義については、「放送法」では「放送」を「公衆によって直接受信されることを目

的とする無線通信の送信」（第 2条 1号）と定義していたが、「新放送法」では「公衆によって直接受

信されることを目的とする電気通信の送信（他人の電気通信設備を用いて行われるものを含む。）」と

定義される。電気通信事業法のなかで、「電気通信」は「有線、無線その他の電磁的方式により、符

号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」（第 2条 1号）と定義されている。「放送は 1対 N

（不特定多数）の一方向の情報伝達であるのに対し、電気通信サービスは 1対 1 の双方向をも含んで

いる」（西土、2009: 65）とされることから、「新放送法」による放送の定義には、双方向の情報伝達

を含むことになり、従来の放送の枠を超えるものと解釈できる。

　次に、「新放送法」では、放送を「基幹放送」と「一般放送」に区分したため、事業者は基幹放送
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を担う「基幹放送事業者」と一般放送を担う「一般放送事業者」に区分されることとなった。基幹放

送3とは「基幹放送普及計画」4の対象となる放送を指しており、具体的には、地上波テレビ、衛星放

送（加えて、BS受信とアンテナを共有する110度 CS）、ラジオ放送などがあげられる。一方、一般放

送5は「基幹放送普及計画」の対象とならない放送を指し、ケーブルテレビ、通信衛星、有線ラジオ

などがあげられる。「新放送法」による事業者の種類は表 2の通りである（表 2参照）。

　日本においては、地上系のような伝統的な放送サービスでは、無線局としての放送局（ハード）の

免許を受ける者が同時に伝達される情報内容（ソフト）の編集主体でもある「ハード・ソフトの一致

原則」を採用してきた（西土、2009: 68）。しかし、前掲の③放送の参入制度の弾力化は、「ハード・

ソフト一致原則」を緩和し、ハードとソフトの分離を可能にした。つまり、放送事業者が「ハード・

3　基幹放送とは、電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当て
られるものとされた周波数の電波を使用する放送を指す（放送法第 2条 1項）。
4　日本の基幹放送は、日本放送協会、放送大学学園（以下、学園）、及び原則として地域社会を基盤として基幹
放送を行う協会及び学園以外の基幹放送事業者（以下、民間基幹放送事業者）により行うこととされている。
このような体制の下で、基幹放送が国民に最大限に普及されてその効用をもたらすとともに健全な民主主義の
発達に資するためには、基幹放送に関する技術の発達、需要の動向、地域の諸事情等を踏まえるとともに、各
種放送メディアの特性並びに協会、学園及び民間基幹放送事業者の特質が十分発揮されるようにし、また、基
幹放送による情報の多元的な提供及び地域性の確保並びに地域間における基幹放送の普及の均衡に適切に配慮
しつつ、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図ることが必要であり、そのための指針及び基本的事項を
定めたものが基幹放送普及計画である（「基幹放送普及計画」より抜粋）。
5　一般放送は、基幹放送以外の放送をいう（放送法第 2条 2項）。一般放送事業者は、放送法第126条と133条に
よって、 2 つに大別される。一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受ける必要があるが、一
般放送のうち、業務に用いられる電気通信設備の規模などからみて、受信者の利益及び放送の健全な発達に及
ぼす影響が比較的少ないものについては、届け出のみとなる。

表 １　ケーブルテレビ事業者に係る「新放送法」の主な改正事項

（ 1）放送法改正関係
　　①放送の参入に係る制度の整理・統合、弾力化
　　②マスメディア集中排除原則の基本の法定化
　　③放送における安全・信頼性の確保
　　④放送番組の種別の公表（※ 2）
　　⑤有料放送における提供条件の説明等
　　⑥再放送同意に係る紛争処理に関するあっせん・仲裁制度の整備
（ 2）電波法改正関係
　　①通信・放送両用無線局の制度の整備
　　②免許不要局の拡大（※ 1）
　　③携帯電話基地局の免許の包括化（※ 1）
（ 3）電気通信事業法改正関係
　　①紛争処理機能の拡充
　　②二種指定事業者に係る接続会計制度の創設（※ 2）

執行期日：2011年 6 月30日、ただし（※ 1）は2011年 3 月 1 日、（※ 2）は2011年 3 月31日に施行

（出典）総務省情報流通行政局地域放送推進室（2012）
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ソフトの一致」か「ハード・ソフトの分離」かを選択できるようになった。

　もともと衛星放送では、1989年に導入された受託委託放送制度に基づき、衛星などの施設を管理・

運営する受託放送事業者と、放送番組の制作・編集を行う委託放送事業者によって運営されていた。

このような受託委託放送制度の導入は、マス・メディア以外の異業種事業者が放送界に参入する機会

となり、当時の放送業界の産業構造に影響を与えた。島崎哲彦（1997）は、放送界への異業種企業の

参入について、マス・メディア独占体制を打破する可能性という観点から評価しつつ、その問題点に

ついて次のように指摘した。第 1に、異業種企業の多くが娯楽分野への参入であること、第 2に、娯

楽分野を中心に参入した異業種企業の多くは、番組の制作ではなく、番組購入によって番組を賄って

いること、第 3に、マス・メディアが負わざるを得ない社会的責任についての認識が乏しいというこ

とである。

　通信と放送の境界が曖昧になる中で、「ハード・ソフトの分離」は、経営の効率化や新たな参入の

容易さをもたらす一方、これまで、民主主義制度の中でマス・メディアが担ってきた社会的責任や役

割をいかに担保していくのか、そして、通信でも放送でも類似のコンテンツを流通するのみで、解釈

や判断は利用者に委ねてしまうというような問題を生じさせる可能性を持っている。

３ ．ケーブルテレビの社会的機能の変遷

　ケーブルテレビの歴史は、アナログテレビ放送の開始とともに始まり、地形上の難視聴対策を目的

とする共同視聴施設として設置されたのが最初である。このような難視聴対策型のケーブルテレビ

は、地上テレビが視聴できない辺地において、テレビ放送を再送信することでテレビ放送の補完を

行ってきた。その後、ケーブルテレビは同時再送信に加えて自主放送を開始することで、モア・チャ

ンネル型のケーブルテレビへと発展した。モア・チャンネル型ケーブルテレビのコミュニティ・チャ

ンネル（自主制作番組を放送するチャンネル）では地域関連情報が提供され、それは地域情報を媒介

表 ２　「新放送法」による事業者の種類

事業者

基幹放送

認定基幹放送事業者（ソフト事業者）

基幹放送局提供事業者（ハード事業者）

特定地上基幹放送事業者（ハード・ソフト一致）

一般放送

登録
登録一般放送事業者（ソフト事業者）

電気通信事業者（ハード事業者）

届出
届出一般放送事業者（ソフト事業者）

電気通信事業者（ハード事業者）

（出典）総務省情報通信審議会　情報通信技術分科会　放送システム
委員会　放送設備安全信頼性検討作業班 1（第 1 回）総務省情報流
通行政局地域放送推進室（2012）
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とした地域意識の醸成やコミュニティ形成へ寄与するものとして期待された。

　1980年代末になると、放送衛星や通信衛星による専門チャンネル、多チャンネルの提供を特徴とす

る都市型ケーブルテレビが次々に都市部で登場し、地方のモア・チャンネル型ケーブルテレビも都市

型ケーブルテレビへと発展していった。ケーブルテレビは 1市町村に 1局という営業地域規制、地域

内の出資者が資本金の過半を持つという資本規制、電話等の通信事業の兼営規制という郵政省の行政

指導による規制の下、開局してきた（三ノ谷和成、1998）。しかし、1993年以降、ケーブルテレビへ

の規制緩和が行われ、ケーブルテレビは放送メディアから放送・通信メディアへと変容していくこと

になる。ケーブルテレビへの規制の緩和は表 3 の通りである（表 3 参照）。これらの規制緩和によっ

表 ３　ケーブルテレビの制度に関する改正状況

①有線テレビジョン放送事業の地元事業者要件の廃止、サービス区域制限の緩和
　・地元事業者要件（地元に活動の基盤を有すること）の廃止により、事業者が広域的に事業展開を行うこと

を全面的に可能とするよう措置（1993年12月）
　・審査基準の改正により、市町村の一部区域のみを施設区域とすることが認められる場合を明確化（2009年

12月）
②外資規制等の緩和・撤廃
　・外資規制について 5分の 1未満から、 3分の 1未満に緩和 （1993年12月）
　・外国人役員について、代表権を有せず、かつ、 3分の 1未満は可（1997年 1 月）
　・第一種電気通信事業を兼営するケーブルテレビの外資規制を撤廃（1998年 2 月）
　・すべてのケーブルテレビの外資規制及び外国人役員規制を撤廃（1999年 6 月）
③有線テレビジョン放送施設の設置許可等の申請書等の簡素化等
　・設置許可等に係る手続きの簡素化（1993年12月、1994年12月、1998年 4 月）
　・審査基準の明確化、標準処理期間の設定等（1994年10月）
　・標準処理期間の短縮等（2003年 1 月）
④複数事業計画者間における一本化調整指導の廃止（1994年 9 月）
　・競合により事業化が進んでいない地域の事業化の推進
⑤ヘッドエンドの共用化（1997年12月）
　・デジタル化を促進する観点から、複数事業者間のヘッドエンドの共有を可能とした
⑥電気通信事業者が提供する電気通信設備等の電気通信役務の利用
　・公正有効競争の確保を前提として、ケーブルテレビ事業者による電気通信事業者の加入者系光ファイバ網
（FTTH）の利用を認めることとした（1998年 6 月）

⑦ケーブルテレビ補完型無線システムの実用化（1998年 9 月）
　・ケーブル敷設が事実上不可能な場合に、ケーブルテレビ局がネットワーク構築の補完的な手段として、基
地局から各加入者までの伝送に無線システムを利用することを可能とした

⑧合併・分割等の場合の手続の簡素化（1999年 6 月、2001年 4 月）
　・地位の承継規定を整備し、事業者に合併・分割等があった場合の手続を簡素化した
⑨電気通信役務利用放送法の施行（2002年 1 月）
⑩ケーブルテレビネットワークの高度化に対応するため技術基準等を改正
　・FTTHを用いた有線テレビジョン放送施設に関する規定を整備（2005年12月）
　・BS-IF等パススルー伝送、その他新たな伝送方式等を用いた有線テレビジョン放送施設に関する規定を整備
（2007年10月）

⑪有線役務利用放送に関し有料放送管理業務に係る規律の導入（2008年 4 月）
⑫放送法等の一部を改正する法律の施行（2011年 6 月）
　・放送分野における制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態（有線テレビジョン放送・電気通信役
務利用放送等）に対する制度を統合した

（出典）総務省情報流通行政局地域放送推進室（2012）
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て、ケーブルテレビは通信事業へ本格的に参入することになり、ケーブルテレビ回線を用いた電話や

インターネット接続サービスを展開するようになる。このような事業展開をするケーブルテレビを都

市型ケーブルテレビと区分して、フルサービス型ケーブルテレビと呼んでいる。そしてフルサービス

型ケーブルテレビの登場は、ケーブルテレビが放送メディアから放送・通信メディアへと変容してい

くことを意味した。

　1990年代末になると、ケーブルテレビは放送のデジタル化の影響を受け、デジタル化に取り組むよ

うになる。デジタル化はケーブルテレビに多チャンネル化と高精細度テレビジョン（HDTV：High 

Definition Television）化、通信インフラ化といった高度化をもたらすとともに、ケーブルテレビ事業

者間での広域連携化と新たな事業展開を可能にした（川島安博、2008）。2000年代に入り、有線と無

線の融合や固定端末と移動体端末の融合が進展する中で、固定回線や固定端末の有線と無線を融合し

た新たなサービスを行う次世代ケーブルテレビの事業展開が期待されている。

　このようにケーブルテレビはテレビの補完的役割を果たしながら、技術の発展とともに、自主放送

によるコミュニティ・チャンネルの提供、専門チャンネルを提供する多チャンネル化、インターネッ

トサービスなどの通信サービスの提供というように事業を展開している。このことは、ケーブルテレ

ビの社会的機能の多様化ももたらした。すなわち、ケーブルテレビの事業展開の順に、テレビの補完

的機能、地域情報の提供と地域コミュニティ形成へ寄与する機能（すなわち地域メディアとしての機

能）、多チャンネル・専門チャンネル提供の機能、通信インフラとしての機能などである。ケーブル

テレビは放送のブロードキャストとナローキャストの機能を担い、さらに通信インフラとしても有益

なメディアとして地域社会で機能しているといえる。

４ ．ケーブルテレビの実際

　総務省（2012）によると、2012年 3 月末におけるケーブルテレビ（登録に係る有線電気通信設備に

よりサービスを受ける）の加入世帯数は約2，765万世帯（対前年度末比約2．7％増）、世帯普及率は約

51．6％（対前年度末比約1．2ポイント増）である6（総務省情報流通行政局地域放送推進室、2012）。

ケーブルテレビはユビキタスネットワーク社会の実現に寄与するメディアとしても期待されており、

その普及率は年々増加している。そこで、「新放送法」や地上波テレビとの連携も視野に、今後の

ケーブルテレビの事業展開と将来的展望について、調査データをもとに考察を行った。

　調査の詳細は以下の通りである。調査は2011年 3 月10日から 6 月30日7までの期間に行い、調査対

象者は自主放送を行うケーブルテレビ施設のうち『ケーブルテレビ年鑑2009』に掲載されている380

施設とし、これらの施設の総務担当者に対して郵送調査を行った。調査の実施は株式会社サーベイリ

サーチセンターへ委託した。有効回答は135票であった。

6　2011年の統計量は、自主放送を行う旧許可施設の加入世帯数、普及率である。
7　調査は2011年 3 月中の完了を予定していたが、東日本大震災が発生したため、リマインダーを 1 回送付する
とともに、調査期間を延長した。
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　主な質問項目は、ケーブルテレビ施設の基本属性、業務形態、放送チャンネル、業務内容、自主放

送の形態、他局との協力・連携、デジタル化への対応状況、ケーブルテレビの課題と将来展望、ケー

ブルテレビの地域や社会に対する役割などに関する項目である。本論では、これら質問項目のうち、

課題と将来展望、ケーブルテレビの地域や社会に対する役割を中心に考察する。

（ １）回答ケーブルテレビの基本的属性

　ケーブルテレビの運営主体として「営利法人」、「第 3セクター」、「地方公共団体」、「公益法人・特

殊法人」、「共同・共済組合」、「任意団体」、「個人」、「その他」がある。今回の調査では、「営利法

人」は18．5％、「第 3 セクター」は43．0％、「地方公共団体」は31．9％、「公益法人・特殊法人」は

3．7％、「共同・共済組合」は2．2％であった。本研究では、これらを「営利組織」と「非営利組織」

に分類して分析を行った。なお、不明（0．7％）は分析から除外した。

　ケーブルテレビの運営目的で最も多いのは、「地域情報の提供」（93．3％）で、以下、「情報の発

信」（74．6％）、「情報通信インフラ」（73．1％）、「地域の活性化」（65．7％）と「災害情報の提供」

（65．7％）である。運営主体別で目的は若干異なり、「地域情報の提供」は非営利組織で特に多く、

「地域の活性化」、「情報の発信」、「住民に娯楽の提供」は営利組織で多くなっている。他方、「住民参

加の促進」、「災害情報の提供」、「福祉・医療情報の提供」、「住民コミュニケーションの活性化」、「地

上デジタル放送のみの再送信」に関しては、運営主体による差はあまりみられない（表 4参照）。

　業務形態をみると、営利組織では「区域内再送信と区域外再送信と自主放送」（75．9％）が多く、

次いで、「区域内再送信と自主放送」（22．9％）である。非営利組織では「区域内再送信と区域外再送

信と自主放送」（43．1％）と「区域内再送信と自主放送」（43．1％）で多くを占めるが、「区域内再送

信のみ」（5．9％）、「自主放送のみ」（3．9％）、「区域内再送信と区域外再送信」（2．0％）もある。

　区域外再送信に関しては、テレビ局との間で同意が得られないケースも多く、総務大臣裁定に持ち

表 ４　運営主体別　設立の目的
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込まれることもあるが、現状で区域外再送信を行っているケーブルテレビ局は多い。「有線テレビ

ジョン放送法」の大臣裁定制度は「新放送法」へ引き継がれている。

（ ２）放送チャンネルと自主放送

　表 5は、各放送の平均チャンネル数（空きチャンネルも含む）を表している。a.地上波アナログ放

送、 b.地上波デジタル放送、 e.ラジオ放送では、営利組織と非営利組織のチャンネル数の差はあま

りない。しかし、c.衛星放送（BS／ CS）では、営利組織は非営利組織の 2倍のチャンネル数を有し

ていることから、営利組織で多チャンネルを提供していることがわかる（表 5参照）。

　自主放送の形態として最も多いのは「自主制作による放送」（97．8％）で、以下、「提供された番組

テープ・DVDによる放送」（48．5％）、「CS配信された番組の放送」（35．1％）、「購入した番組テー

プ・DVDによる放送」（29．9％）と続く。

　運営主体別では、営利組織、非営利組織とも「自主制作による放送」が最多となっており、営利組

織は100％、非営利組織は94．1％である。表 5 の通り、コミュニティ・チャンネルを有するケーブル

テレビ局は多く、平均チャンネル数も2．7チャンネルであることから、自主制作番組をコミュニティ・

チャンネルで放送しているケーブルテレビ局が多いことがわかる。その他、営利組織では「CS配信

された番組の放送」（47．0％）と「提供された番組テープ・DVDによる放送」（47．0％）、「購入した

番組テープ・DVDによる放送（36．1％）と続く。非営利組織では、「提供された番組テープ・DVDに

よる放送」（51．0％）が多く、「購入した番組テープ・DVDによる放送」（19．6％）や「CS配信され

た番組の放送」（15．7％）は営利組織に比べて少ない。

　なお、自主制作された番組の週平均の放送時間は70．9時間で、営利組織では74．6時間、非営利組織

では65．2時間となっている。また、自主放送全体に占める自主制作番組の割合は、「80％以上」（36．8％）

が最も多く、以下、「60～80％未満」（18．8％）、「40～60％未満」（15．0％）、「20～40％」（14．3％）の

表 5　運営主体別　平均チャンネル数
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注 1）1つのチャンネルで複数のチャンネルを配信している場合は、配信しているチャンネル数をカウントした。
注 2）平均値は 0と不明を除外して算出した。
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順となっており、運営主体にかかわらず「80％以上」が最も多い。さらに、自主制作番組の形態で最

も多いのは、「施設独自の取材・制作した番組の放送を行っている」（93．2％）で、以下、「文字放送

を行っている」（60．9％）、「生放送を行っている」（49．6％）、「外部で企画・制作された番組を放送し

ている（インフォマーシャルなど）」（36．8％）、「外部に制作委託した番組を放送している」（33．1％）

の順となっている。

　これらのことから、自主放送に占める自主制作番組の取り組みは、ほとんどすべてのケーブルテレ

ビ局で行っており、自主放送全体に占める自主制作番組の割合も 8割程度を占めるケーブルテレビ局

が多いことがわかる。この結果は、ケーブルテレビ設立の目的である「地域情報の提供」、「情報の発

信」とも合致しており、ケーブルテレビが自主制作番組によって地域情報の提供を担っていることを

表している。

（ ３）多様な放送施設等との連携や提携

（ ３－ １）ケーブルテレビの業界団体、他のケーブルテレビ組織または施設との提携

　ケーブルテレビの業界団体、他のケーブルテレビ組織または施設との提携で最も多いのは「日本

ケーブルテレビ連盟に加入」（78．4％）で、その他、「日本ケーブルラボに加入」（44．8％）、「デジタ

ルヘッドエンドの共用・共同事業への参加」（31．3％）、「全国有線テレビ協議会に加入」（29．1％）、

「施設間でネットワークを整備し連携」（26．1％）などである。

　営利組織では、「日本ケーブルテレビ連盟に加入」（96．4％）が最も多く、「日本ケーブルラボに加

入」（68．7％）、「デジタルヘッドエンドの共用・共同事業への参加」（41．0％）、「施設間でネットワー

クを整備し連携」（34．9％）と続く。このことからケーブルテレビの業界団体への加入に加え、他の

ケーブルテレビ施設との連携も多い状況にあることがわかる。他方、非営利組織では、「全国有線テ

レビ協議会に加入」（62．7％）が最も多く、以下、「日本ケーブルテレビ連盟に加入」（49．0％）、「デ

ジタルヘッドエンドの共用・共同事業への参加」（15．7％）、「施設間でネットワークを整備し連携」

（11．8％）と続く。ケーブルテレビの業界団体への加入のほか、他のケーブルテレビ施設との連携は

あるが、その割合は営利組織ほど高くはない。

　ケーブルテレビの業界団体、他のケーブルテレビ組織または施設と提携する利点として圧倒的に多

いのは「事業運営のための有益な情報を得る」で、 9 割を占める。以下、「施設・機材コストを低減

させる」（34．6％）、「コンテンツの調達に有利である」（31．5％）、「放送素材調達コストを低減させ

る」（30．0％）と続く。この結果より、事業のための情報面、コンテンツ面、コスト面での提携のメ

リットをあげるケーブルテレビ局が多いことがわかる。

　運営主体別にみると、営利組織は、「事業運営のための有益な情報を得る」（95．1％）が高い回答率

となっている他、「放送素材調達コストの低減させる」（39．0％）と「コンテンツの調達に有利であ

る」（39．0％）、「施設・機材コストの低減させる」（37．8％）が多い。非営利組織でも「事業運営のた

めの有益な情報を得る」（81．2％）が最も多いが、営利組織ほどその割合は高くない。その他、「施
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設・機材コストの低減させる」（29．2％）があげられるが、コストの低減やコンテンツ調達へのメ

リットをあげるのは非営利組織より営利組織で多くなっている。

（ ３－ ２）番組制作におけるNHKや民放局との連携

　番組制作における NHKや民放局との連携について尋ねた。NHKとの連携は、「①番組の制作で連

携したことがある」（39．1％）、「③番組の提供をしたことがある」（25．6％）、「②番組の交換をしたこ

とがある」（2．3％）の順で多く、「①～③のいずれもない」は28．9％であった。他方、民放局との連

携は NHKほど多くはない。民放局との連携は「③番組の提供をしたことがある」（22．6％）と「①

番組の制作で連携したことがある」（21．1％）が約 2割程度を占める他、「②番組の交換をしたことが

ある」は3．0％で、約 4割は「①～③のいずれもない」という回答であった。

　運営主体別にみると、 NHKと連携したことのある営利組織は①～③をあわせて74．7％、非営利組

織は54．0％、民放局と連携したことのある営利組織は①～③をあわせて55．4％、非営利組織は32．0％

であり、何らかの連携をしているケーブルテレビ局は少なくない。

　NHKと連携した際の内容は、営利組織は「①番組の制作で連携したことがある」（49．4％）、「③番

組の提供をしたことがある」（21．7％）、非営利組織は「③番組の提供をしたことがある」（32．0％）、

「①番組の制作で連携したことがある」（22．0％）である。

　民放局と連携した際の内容は、営利組織は「①番組の制作で連携したことがある」（27．7％）と「③

番組の提供をしたことがある」（22．9％）、非営利組織は「③番組の提供をしたことがある」（22．0％）、

「①番組の制作で連携したことがある」（10．0％）であった。NHK、民放局いずれも、営利組織では

番組制作で、非営利組織では番組の提供での連携が多いことがわかる。

　これらの結果より、同じ県域で放送を行っている放送局との番組制作における連携は民放局より

NHKで多く、番組を通した連携が行われていることはわかる。「新放送法」によって、「ハード・ソ

フトの分離」を選択することが可能となった現在、ケーブルテレビは、事業展開の一つとしても、

ケーブルテレビ局間のみならず、共通の地理的範域で放送に携わるテレビ局とのこれまで以上の連携

が期待される。

（ ４）今後の展開

　現在の業務エリアの拡大意向（近い将来8に拡大するか）を尋ねたところ、「すでに拡大させたた

め、予定はない」（11．3％）と「予定はない」（57．9％）をあわせた“予定はない”が 7割弱を占め、

「予定がある」は10．5％、「検討中」は6．8％、「未定」は9．8％であった。

　運営主体別にみると、営利組織では、「すでに拡大させたため、予定はない」（18．3％）、「予定はな

8　「近い将来」について、質問紙では「貴施設では、現在の業務エリアを近い将来（おおむね 5年後くらい）拡
大する予定がありますか。」と尋ねた。
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い」（42．7％）が多く、「予定がある」は15．9％、「検討中」は9．8％、「未定」は12．2％であった。非

営利組織は「予定がない」が多く、 8割を超える。

　また、近い将来（おおむね 5年後くらい）におけるケーブル網を使った放送外サービスの実施予定

は、「すでに実施しているため予定はない」（42．1％）が最も多く、以下、「予定がある」（23．3％）、

「予定はない」（13．5％）、「検討中」（9．0％）と続く。運営主体別にみると、営利組織では、「予定が

ある」（34．1％）、「すでに実施しているため予定はない」（30．5％）、「検討中」（13．4％）、「予定はな

い」（8．5％）となっている。非営利組織では、「すでに実施しているため予定はない」（60．8％）が最

も多く、「予定はない」（21．6％）が続く。「すでに実施しているため予定はない」と「予定はない」

をあわせると、非営利組織の約 8割は予定がないということがわかる。

　これらの結果から、業務エリア拡大への意向や、新たな放送外サービスの実施意向はあまり高くな

いことがわかる。

　そこで、今後取り組む案件について尋ねたところ、最多は「コミュニティ・チャンネルの充実」

（57．9％）で、以下、「加入者獲得のための営業活動」（44．4％）、「コンテンツの充実」（37．6％）、「伝

送路等の光ファイバー化」（33．1％）、「社内体制の強化」（27．6％）が続いており、ケーブルテレビの

ハード面、ソフト面に関わることから、社内体制や事業運営に関わることまで多岐に渡る（表 6 参

照）。

　営利組織では、「コミュニティ・チャンネルの充実」（74．4％）が最も多く、「加入者獲得のための

営業活動」（65．9％）、「コンテンツの充実」（52．4％）、「伝送路等の光ファイバー化」（46．3％）、「社

内体制の強化」（39．8％）、「放送外サービス（インターネットやケーブル電話等）の充実」（39．0％）、

「他業種（通信および衛星放送）との競争力強化」（26．5％）の順で続く。非営利組織でも「コミュニ

ティ・チャンネルの充実」（31．4％）が最多であり、その他、「他施設との提携・合併」（15．7％）、

「コンテンツの充実」（13．7％）、「伝送路等の光ファイバー化」（11．8％）、「放送外サービス（イン

ターネットやケーブル電話等）の充実」（11．8％）、「財源の確保（公的融資を含む）」（11．8％）があ

げられる（表 6参照）。

　運営主体によって取り組む案件の割合は異なるが、最たる案件は「コミュニティ・チャンネルの充

実」であり、この結果は、ケーブルテレビ局がコミュニティ・チャンネルをかなり重要視しているこ

とを表している。

　総務省は「2010年代のケーブルテレビのあり方に関する研究会」の報告書（総務省情報通信政策局

地域放送課、2007）において、ユビキタスネットワーク社会の実現のために、ケーブルテレビの特性

（①インフラからコンテンツまで提供する総合情報通信メディア、②大容量と双方向の情報伝送を可

能とするネットワーク、③地域のニーズに基づき発生してきた地域性を有するメディア、④「公共的

役割」を果たしうるメディア）を活かして、ケーブルテレビに求める役割を提言している。

　今回の調査結果では、ケーブルテレビ局の約 7割がユビキタスネットワーク社会の実現のために寄

与する（「きわめて重要な役割を果たす」は21．6％、「かなり重要な役割を果たす」は50．7％）と回答
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している。具体的な内容として、営利組織では、「行政情報を含む地域情報を伝えること」（83．6％）、

「情報通信インフラとして役立つこと」（77．6％）と「災害・防災に役立つこと」（77．6％）、「情報格

差を是正すること」（53．7％）、「伝統文化を伝え、発展させること」（52．2％）、「団体・サークル・市

民の発言の場となること」（50．7％）で50％以上の回答を得ている。非営利組織では、「情報格差を是

正すること」（80．0％）と「行政情報を含む地域情報を伝えること」（80．0％）、「災害・防災に役立つ

こと」（65．7％）、「情報通信インフラとして役立つこと」（62．9％）である。非営利組織では、情報格

表 6　運営主体別　今後取り組む案件

ｎ

伝
送
路
等
の
光
フ
ァ
イ
バ
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化

広
帯
域
化

シ
ス
テ
ム
の
デ
ジ
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ル
化
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の
営
業
活

動 サ
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エ
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を
拡
大
す
る

放
送
の
多
チ
ャ
ン
ネ
ル
化

ペ
イ
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
化

全体 134 33．1％  8．3 14．3 44．4 12．0  9．8 2．3

営利組織  83 46．3 13．4 18．3 65．9 18．3 11．0 3．7

非営利組織  51 11．8 ―  7．8  9．8  2．0  7．8 ―

ｎ

コ
ン
テ
ン
ツ
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充
実

コ
ン
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ン
ツ
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二
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用

コ
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・
チ
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ン
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用
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全体 134 37．6 10．5 57．9 28．6 1．5 ― 15．8

営利組織  83 52．4 14．6 74．4 39．0 2．4 ― 15．9

非営利組織  51 13．7  3．9 31．4 11．8 ― ― 15．7

ｎ
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そ
の
他
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た
て
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い
な
い

全体 134 11．3 16．4 27．6 14．2 5．2  6．7

営利組織  83 15．9 26．5 39．8  5．7 3．6 ―

非営利組織  51  3．9 ― 7．8 11．8 7．8 17．6
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差是正が重要課題である他、地域情報の提供、災害・防災、情報通信インフラとして、営利組織で

は、それらに加えて、伝統文化や住民生活における発言の場を提供するものとして、社会に寄与でき

ると考えているといえる。

5 ．おわりに

　ケーブルテレビの調査結果から社会的機能と将来展望について考察したが、ケーブルテレビ局は

ケーブル網を用いた放送外サービスを拡大・展開する意向よりも、地域メディアとして、地域の情報

発信やコミュニティへ寄与することを重視しているといえよう。「新放送法」が施行される下で、放

送と通信を兼ね備えたケーブルテレビが今後どのように事業を展開し、地域社会の中で地域メディア

として、あるいは総合情報通信メディアとして機能していくのか、他の放送メディアとどのように連

携、あるいは競合していくのか、これまでも時代や他のメディアの変容とともに大きく変化してきた

メディアとして、デジタル時代のケーブルテレビの将来的動向を観察し、分析、研究を行うことが肝

要である。
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【Abstract】

Cable TV in the Digital Age

Naoko OTANI

　Japan completed the digitization of terrestrial television broadcasting across the entire 

country as analog broadcasting ended in the three prefectures, Iwate, Miyagi and Fukushima 

in March 2012. Although digital terrestrial television has brought much convenience to the 

users, their ways of watching television have not changed a lot. Moreover, broadcasters still 

follow the business model in the analog television age because they have not found out a new 

model corresponding to digitization.

　Thus, digitization does not seem to have brought about great change in terrestrial television 

broadcasting; however, the broadcasting industry is going through a period of significant change 

including review of the legal system pertaining to broadcasting for the first time in 60 years. 

　Considering those backgrounds, this paper examines future prospects of cable television 

which caught the application of the revised Broadcast Law, affected by digital terrestrial 

television.


